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	 岡山県教育委員会教科書事務主管課長	 

	 関係各市区町村教育委員会教科書事務主管課長	 	 

	 関係各国立大学法人附属学校事務主管課長	 

	 関 係 各学校法人教科書事務主管課長	 
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標準規格の拡大教科書等の作成支援のための調査研究に係る	 

調査の実施について（依頼）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 日頃から，教科用特定図書等の普及の促進に，格別の御協力をいただき，誠にありがとうご

ざいます。	 

	 文部科学省では，標準規格に基づく拡大教科書に対する児童生徒のニーズや使用の実態を調

査分析することにより，拡大教科書の効率的な作成やその内容の改善充実に資することを目的

とした委託事業「標準規格の拡大教科書等の作成支援のための調査研究」を実施しております

（本研究は平成２２年度から実施しており、これまでの研究成果は http://web.econ.keio.ac.

jp/staff/nakanoy/research/largeprint/index.html にて公開しています）。	 

	 このたび，本研究の一環として，別紙のとおり調査を実施することといたしましたので，御

協力のほどよろしくお願いいたします。調査の実施に当たっては，下記の内容について御留意

いただきますようお願いいたします。	 

	 なお，本件については，各都道府県教育委員会教科書事務主管課長及び関係都道府県私立学

校主管課長に対しても，別添写しのとおり依頼しておりますことを申し添えます。	 

	 

記	 

	 

（１）障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第

１０条に基づき，平成２４年度に拡大教科書の無償給付を受けた実施機関（小中学校設置

者）におかれては，別添の「ファックス返信票（拡大教科書に関する第１次調査）」に御

記入の上，ファックス（０３－５２８３－５５８９、慶應義塾大学・中野泰志教授行）に

て御送付ください。	 

（２）平成２３年度においては，新しい小学校学習指導要領（平成２０年文部科学省告示）に

基づく検定教科書に対応する拡大教科書が発行されたため，今回と同様の調査を実施しま

した。今年度は，新しい中学校学習指導要領（平成２０年文部科学省告示）に基づく検定

教科書に対応する拡大教科書が発行されたため，再度，調査を実施することといたしまし

た。２年続けての調査の実施となりますが，御理解ください。	 

（３）本調査は，委託事業の委託先である慶應義塾大学経済学部中野	 泰志	 教授が実施いたし

ます。今回の第１次調査の結果に基づき，後日，第２次調査を慶應義塾大学から送付いた

しますので，所管の対象校に配付の上，調査に御協力くださるようお願いします。	 

	 

	 

	 

	 

	 

殿	 
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教科用特定図書普及促進係・教科用特定図書電磁記録係	 

（小林，吉田）	 

TEL	 03-5253-4111(内線 4743)	 

FAX	 03-6734-3739	 

e-mail	 kyokasyo@mext.go.jp	 
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各都道府県教育委員会教科書事務主管課長	 

関 係 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長	 
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標準規格の拡大教科書等の作成支援のための調査研究に係る	 

調査の実施について（依頼）	 

	 

	 

	 日頃から，教科用特定図書等の普及の促進に，格別の御協力をいただき，誠にありがとうご

ざいます。	 

	 文部科学省では，標準規格に基づく拡大教科書に対する児童生徒のニーズや使用の実態を調

査分析することにより，拡大教科書の効率的な作成やその内容の改善充実に資することを目的

とした委託事業「標準規格の拡大教科書等の作成支援のための調査研究」を実施しております

（本研究は平成２２年度から実施しており、これまでの研究成果は http://web.econ.keio.ac.

jp/staff/nakanoy/research/largeprint/index.html にて公開しています）。	 

	 このたび，本研究の一環として，障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及

の促進等に関する法律第１０条に基づき平成２４年度に拡大教科書の無償給付を受けた実施機

関（小中学校設置者）に対し，別添写しのとおり調査を依頼しました。貴職におかれては，こ

のことについて御了知くださいますようよろしくお願いいたします。	 

	 なお，調査の実施に当たっては，下記の内容について御留意いただきますようお願いいたし

ます。	 

	 

記	 

	 

（１）平成２３年度においては，新しい小学校学習指導要領（平成２０年文部科学省告示）に

基づく検定教科書に対応する拡大教科書が発行されたため，今回と同様の調査を実施しま

した。今年度は，新しい中学校学習指導要領（平成２０年文部科学省告示）に基づく検定

教科書に対応する拡大教科書が発行されたため，再度，調査を実施することといたしまし

た。	 

（２）本調査は，委託事業の委託先である慶應義塾大学経済学部中野	 泰志	 教授が実施いたし

ます。今回の第１次調査の結果に基づき，後日，第２次調査を慶應義塾大学から実施機関

に直接送付いたします。	 
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